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１．制度の創設趣旨 
１）地球温暖化対策のために原油及び石油製品等に係る石油石炭税の税率を上乗せする 

特例 
①導入趣旨 

地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要か

つ喫緊の課題です。欧州諸国を中心とした諸外国では、1990 年代以降、燃料などのＣＯ

２排出源に対する課税を強化し、価格メカニズムを通じたＣＯ２排出の抑制や企業によ

る省エネ設備導入の支援などを行う施策が進められています。 
我が国では、温室効果ガスの約９割をエネルギー起源ＣＯ２が占めており、今後、省エ

ネルギー対策、再生可能エネルギー普及、化石燃料のクリーン化などのエネルギー起源Ｃ

Ｏ２の排出抑制対策を強化することは不可欠です。 
こうした状況に鑑み、地球規模の重要かつ喫緊の課題である地球温暖化対策を進める

観点から、平成 24 年度税制改正大綱において、「地球温暖化対策のために原油及び石油

製品等に係る石油石炭税の税率を上乗せする特例」が盛り込まれ、国会における審議の結

果、平成 24 年 10 月１日から導入されています。 
 

②内容 
上乗せされる税率は、原油及び石油製品については、図１のとおり、段階的に引き上げ

られています。 

 
 
２）運輸部門における地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例により上乗せされ

る石油石炭税の還付措置 
運輸部門に関しては、環境負荷の少ない大量輸送機関としての活用（モーダルシフト）

を推進する観点及び公共交通機関として国民生活を支えている役割に鑑み、一定の運送

の用に供する場合に限り、上記特例によって上乗せされる税率が還付されることとなっ

ています。 
２．制度の概要 
航空機燃料に係る地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例により上乗せされる

図１   原油及び石油製品に上乗せされる税率 
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石油石炭税（以下「地球温暖化対策税」という。）の還付制度とは、前述の「一定の運送の

用に供する場合」のうち、定期航空運送事業を営む者（以下「定期航空運送事業者」という。）

が、定期航空運送事業の用途に使用した航空機燃料について、その使用量に応じた地球温暖

化対策税の相当額が、当該航空機燃料の製造者又は承認輸入者に還付される制度です。 
本制度は、定期航空運送事業者で利用された燃料に課税される地球温暖化対策のための

税について、燃料の販売価格や販売量、販売手続等を通じた燃料の流通の中で、最終的には

定期航空運送事業者の負担軽減が図られることを目的としています。 
この還付制度も、地球温暖化対策税の導入と同様に、平成２４年１０月１日から適用され

ていますが、現在の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）では、令和８年３月３１日

までの時限措置となっています。 
 

１）定期航空運送事業者関係 
定期航空運送事業者は、元売業者（製造者又は承認輸入者（特定石油販売業者※から販

売されている場合には特定石油販売業者も含む）をいう。以下同じ。）ごと（販売業者か

ら購入する場合においては、その航空機燃料の元売業者ごと）の購入量や定期航空運送事

業の用に供する使用量等に関する帳簿を作成するとともに、用途証明書申請を行い、国土

交通大臣が交付する用途証明書を当該航空機燃料の購入元業者（販売業者又は元売業者）

に提出します。 
※特定石油販売業者とは、石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和５０年法律第９６

号）第２条第７項に規定する特定石油販売業者をいいます。 

 
２）販売業者関係 

定期航空運送事業者が販売業者から航空機燃料を購入している場合、販売業者には、航

空機燃料の購入数量、購入の年月日、元売業者の住所又は居所及び氏名又は名称等を申出

書などにより定期航空運送事業者に提供し、定期航空運送事業者が元売業者ごとの消費

（使用）量を特定できるよう協力することが求められます。 
 

３）製造者又は承認輸入者関係 
製造者又は承認輸入者が還付を受けるためには、定期航空運送事業者から提出される

国土交通大臣が交付する用途証明書(様式第１－３号)が必要となります。製造者又は承

認輸入者は、「石油石炭税相当額還付申請書（特定用途石油製品用）」（以下「還付申請書」

という。）に添付して、当該航空機燃料の製造場又は承認輸入者の住所を所轄する税務署

長（以下「所轄税務署長」という。）に還付申請を行います。 
なお、定期航空運送業者が、国際航空運送事業を経営する場合は、国税庁長官から承

認を受け、承認輸入者として内変油に係る還付申請を行うことができます。 
 

４）帳簿の記載義務及び罰則 
本還付制度では、定期航空運送事業者、販売業者、製造者又は承認輸入者に対して、移

入（購入）・消費（使用）・貯蔵（在庫）等の数量や年月日等の事項を帳簿に記載する義

務が課されています。特に、定期航空運送事業者は、帳簿のほか、定期航空運送事業の

用に供した航空機燃料を特定するために必要な関係書類を作成・整備し、保管すること
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が求められます。また、定期航空運送事業者、販売業者、製造者又は承認輸入者が、こ

れらの記載を行わない場合や虚偽記載を行った場合等は、租税特別措置法により罰則が

科されることになります。 
 

３．還付対象となる用途範囲 

地球温暖化対策税の還付措置の対象となる航空機燃料は、国内定期航空運送事業の用

に供せられるものです。したがって、それ以外の、いわゆる不定期便、チャーター便、

回送（フェリー）便、遊覧飛行、試験飛行、訓練飛行、発動機の整備などに使用されるも

のは対象外です。 
また、航空機燃料税の課税対象である「航空機燃料」は、航空機（航空機燃料税法（昭

和４７年法律第７号）第５条に規定する発動機を含む。）の燃料の用に供される炭化水素

油（炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。）とされているのに対

し、地球温暖化対策のための税の還付対象となる「航空機燃料」は定期航空運送事業の

用に供されるものに限られていることに留意する必要があります。 
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４．還付手続きの実務 
１）還付手続きの流れ 

定期航空運送事業の用に供する航空機燃料に係る地球温暖化対策税の還付手続きの概

要は、次のとおりです。 
・定期航空運送事業者が国土交通大臣から用途証明を受ける。 
・定期航空運送事業者が、直接元売業者に用途証明書を提出する（販売業者から航空機

燃料を購入している場合、当該業者を通じて提出することもできる。）。 
・製造者又は承認輸入者は、その証明書を添えて、所管税務署長に還付申請を行い、還

付を受ける。 
 また、航空機燃料に係る地球温暖化対策税の還付手続きを図示したものが、次の図２

です。 

還付還付申請
（用途証明添付）

国内定期航空運送事業に供せられる航空機燃料に係る
「地球温暖化対策のための税」の還付措置

用途
証明

用途
証明
申請

用途
証明

用途
証明

用途
証明

国土交通省

税 務 署

航空機燃料の元売業者

航空機燃料販売業者

元売業者から直接購入する
航空事業者

販売業者から購入する
航空事業者

販売

販売

販売

用途
証明
申請 用途

証明

（※）

 
図２ 還付スキーム図 

※定期航空運送業者又は販売業者による用途証明書等の書類の提出先は元売業者でも可能

とするが、還付申請は製造者又は承認輸入者が行うことが必要。  
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２） 記帳義務 
【記帳義務（租税特別措置法施行令上の義務）】 

租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）において定期航空運送事業者等の

記帳義務とされているものは以下のとおりです。なお、記帳義務のある事項が網羅され

た文書が他にある場合は、それを用いることができます。 
 
＜定期航空運送事業者（第 48 条の７第４項関係）＞ 
定期航空運送事業者は、航空機燃料を購入した業者の氏名（又は名称）、住所（又は居

所）、移入した年月日及び数量、定期航空運送の事業の用に供した数量及び年月日、貯蔵

用タンク（航空機の燃料タンクを含む）に在庫がある場合はその数量を記帳してくださ

い。 
ア）「移入」（第１号関係） 
・品   名：納品書又は請求書により「航空機燃料」であることを確認します。 
・数   量：納品書又は請求書の「引取数量」が該当します。 
・年月日：納品書又は請求書の「引取年月日」が該当します。 
・引渡人の住所（又は居所）、氏名（又は名称）：納品書又は請求書の航空機燃料の引

渡しを行った販売業者、製造事業者又は承認輸入者の事務所又は事業所の所在地

及び名称が該当します。 
イ）「消費」（第２号関係） 
・品   名：納品書又は請求書により「航空機燃料」であることを確認します。  
・数   量：購入された航空機燃料の総燃油消費量から非還付燃油消費量を差し引いた

数量を定期航空運送事業の用に供したもの（還付対象燃油消費量）とみな

します。 
・用   途：購入された航空機燃料の総燃油消費量から非還付燃油消費量を除いたもの

を定期航空運送事業の用に供したものとします。それを図示したものが、

以下の図３です。 
・年月日：航空日誌等により確認します。 

ウ）「貯蔵」（第３号関係） 
・品   名：納品書又は請求書により「航空機燃料」であることを確認します。 
・数   量：貯蔵タンク及び航空機の燃料タンクの燃料計に示された残量を「報告対象

期間の末日における航空機燃料の保有数量」を貯蔵とみなします。 
 

※留意点 
    税務当局の調査の際には、航空機燃料の購入量や消費量のほか、在庫燃油量、内変

油・外変油の量、非還付燃油消費量、機体内在庫燃油量など、定期航空運送事業の用に

供したことを特定するために必要な資料を確実に提示できるようにしてください。 
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＜販売業者（第 48 条の７第７項関係）＞ 
販売業者は、航空機燃料を購入（仕入）・販売した年月日と数量、相手先の氏名（又は

名称）及び住所（又は居所）を記帳してください。また、返品した場合は、その年月日

と数量、返品先の氏名（又は名称）及び住所（又は居所）を記帳してください。 
 
ア）「購入」（第１号関係） 
・品   名：帳簿（航空機燃料の受払台帳等）より確認します。 
・数   量：帳簿（同台帳等）の数量を購入数量とみなします。 
・年月日：帳簿（同台帳等）の「取引年月日」が該当します。 

 ・売渡人の住所（又は居所）、氏名（又は名称）：仕入先業者の事務所又は事業所の所

在地及び名称が該当します。 
イ）「販売」（第２号関係） 
・品   名：帳簿（航空機燃料の受払台帳等）より確認します。 
・数   量：帳簿（同台帳等）の数量を販売数量とみなします。 
・年月日：帳簿（同台帳等）の「取引年月日」が該当します。 
・買受人の住所（又は居所）、氏名（又は名称）：販売先業者（航空会社）の事務所又

は事業所の所在地及び名称が該当します。 
ウ）「返品」（第３号関係） 
・品   名：帳簿（航空機燃料の受払台帳等）より確認します。 
・数   量：帳簿（同台帳等の数量）を返品数量とみなします。 
・年月日：帳簿（同台帳等）の「取引年月日」が該当します。 
・返品先の者の住所（又は居所）、名称（又は氏名）：返品先業者の事務所又は事業所

の所在地及び名称が該当します。 
 

＜製造者（第 48 の７第６項関係）＞ 
製造者は、航空機燃料の製造年月日及び数量、貯蔵数量、出荷した年月日及び数量、

出荷先（受取先）の氏名（又は名称）及び住所（又は居所）を記帳してください。 
ア）「製造」（第１号関係） 
・品   名：帳簿（航空機燃料の受払台帳等）により確認します。 
・数   量：帳簿（同台帳等）の数量を製造数量とみなします。 
・年月日：帳簿（同台帳等）の「製造年月日」が該当します。 

イ）「貯蔵」（第２号関係） 
・品   名：帳簿（航空機燃料の受払台帳等）により確認します。 
・数   量：帳簿（同台帳等）の数量を貯蔵数量とみなします。 

ウ）「移出」（第３号関係） 
・品   名：帳簿（航空機燃料の受払台帳等）より確認します。 
・数   量：帳簿（同台帳等）の数量を移出数量とみなします。 
・年月日：帳簿（同台帳等）の「取引年月日」が該当します。 
・受取人の住所（又は居所）、名称（又は氏名）：出荷先の事務所又は事業所の所在地

及び名称が該当します。 
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用途証明書には非還付便に
係る次のデータを添付

・消費年月日 ・消費便名
・発着地 ・燃油消費量

国内定期航空運送事業に供せられる航空機燃料に係る
燃油消費量の特定について

(1)期首･期末在庫燃油量(②・③)

・機体内在庫燃油
～航空日誌による

・タンク内在庫燃油
～タンク管理会社調査による

(2)購入量の特定(①)

航空会社からの申告による
(3)内変油・外変油(⑤・⑥)

航空会社からの申告による
(4)総消費量(④)

＝(期首在庫量②＋購入量①

＋内変油⑤)
－(期末在庫量③＋外変油⑥)

②
期
首
在
庫

タンク内
燃油

機体内
燃油

①
購入量

③
期
末
在
庫

タンク内
燃油

機体内
燃油

④
消費量

航空日誌により便毎に集計
消費量④ ＝ 飛行前燃油量①+②

－飛行後燃油量③

Ａ
総燃油消費量

Ｃ
還付対象燃油消費量

Ｂ
非還付燃油消費量

＝

飛
行
前

燃
油
量

②
給油前
燃油量

①
積載量

③
飛行後
燃油量

④
消費量

飛行後燃油量

→操縦室の燃料計により測定
・航空機燃料税におけるみなし積込

数量の測定と同手法
・㌔㍑への換算方法も航空機燃料

税と同様

A  総燃油消費量 B  非還付燃油消費量

還付対象燃油消費量 ＝ 総燃油消費量 － 非還付燃油消費量

⑤内変油 ⑥外変油

 
図３ 燃油消費量の特定について 
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３）用途証明申請の手続き 
還付申請に必要な書類として、国土交通大臣の交付する用途証明書がありますが、証明

書の発行は定期航空運送事業者が国土交通省に対して行う用途証明申請に基づき行われ

ます。 

用途証明申請に係る定期航空運送事業者等による実務を以下に記載しております。 

 
①帳簿等の作成・保管 
 地球温暖化対策税の還付制度では、購入された航空機燃料が実際に定期航空運送事

業の用に供されたことが確認できるように、帳簿に記載することが義務付けられてい

ますが、定期航空運送事業者が購入する航空機燃料の大半が定期航空運送事業の用に

供されている実態を踏まえ、航空機燃料の総燃油消費量から非還付燃油消費量を差し

引いた数量を還付対象燃油消費量とすることとします。 
 
定期航空運送事業者において帳簿に記載が必要な項目は以下の３点です。 
１．移入（元売業者又は販売業者（売渡人）からの購入）量、移入した年月日並びに

引渡人（元売業者又は販売業者（売渡人）の住所又は居所及び氏名又は名称） 
２．日ごとの消費（使用）量及びその用途 
３．報告時に貯蔵（保有）している航空機燃料の残量 
 
なお、上記帳簿のほか、還付対象燃油消費量を特定するため、次の項目を記載した資

料（参考様式Ａ、参考様式Ｂ、参考様式Ｃ－１、参考様式Ｃ－２）の作成及びその根拠

となる航空日誌等の保管が必要です。 
・元売業者又は販売業者からの購入量 
・内変油・外変油の量 

   ・在庫燃油（機体内・タンク内） 
   ・非還付燃油消費量（飛行分、整備分） 
 

 また、定期航空事業者が小売業者などの販売業者から航空機燃料を購入する場合は、

当該航空機燃料を製造又は輸入した事業者を特定する必要があります。申請ごとに申

出書（様式第３号）を販売業者に作成してもらい、当該申出書の写しを定期航空運送事

業者及び販売業者それぞれで共有・保管しておいてください。申出書の内容については、

販売業者において保管される納品書又は帳簿等の資料によって担保されることになり

ます。なお、当該申出書に記載する総販売量には、業者間転売物等元売業者を特定でき

ないものが含まれないようにご留意ください。 
  

②国土交通大臣への用途証明申請 
定期航空事業者は、上記帳簿等を基に、国内定期航空運送事業の用に供した航空機燃

料に係る石油石炭税に上乗せされる地球温暖化対策税の還付のための用途証明申請書

（様式第１－３号）及び特定用途石油製品燃料管理台帳（様式第２号）及び参考様式で

示している関係資料を年度半期分（４月～９月、１０月～３月）まとめて作成し、当該

半期の末日から概ね２か月以内に国土交通大臣へ提出し、証明を受けてください（いず
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れも、特別な理由によりやむを得ない場合を除く。）。 
定期航空事業者が小売業者などの販売業者から航空機燃料を購入する場合は、販売

業者が作成した特定用途石油製品に関する申出書（様式第３号）、又は元売業者名を記

載した納品書などを、申請書に添付してください。 
申請は、国土交通省航空局航空ネットワーク部航空事業課まで持参するか、書面又は

電子データの送付をお願いします。持参による場合の受付時間は、平日の午前１０時か

ら正午まで及び午後１時から午後６時までです。 
 

③用途証明書の元売業者への提出 
定期航空運送事業者が元売業者から直接航空機燃料を購入している場合は、定期航

空運送事業者が、製造者又は承認輸入者の還付申請手続に要する期間を考慮して、上記

②の用途証明に係る期間の末日から概ね３か月以内に、国土交通大臣が交付する用途

証明申請書（様式第１－３号）を各元売業者に提出してください。 
定期航空事業者が小売業者などの販売業者から航空機燃料を購入している場合、国

土交通大臣が交付する用途証明申請書（様式第１－３号）を当該販売業者に提出します。

当該販売業者はその購入元事業者に当該書類を提出します。このように商流を遡るこ

とによって、元売業者まで当該書類を届けることになります。 
 
④製造者又は承認輸入者から所轄税務署長への申請 
製造者又は承認輸入者が還付を受けるためには、所轄税務署長への還付申請が必要

です。還付申請にあたっては、国土交通大臣が交付する用途証明書が必要となります。

用途証明書を還付申請書（国税庁様式 CC2-3527）に添付して所轄税務署長に還付申請

を行ってください。当該航空機燃料が使用された日から１年以内に還付申請を行う必

要があります。 
還付申請書には、次の事項を記載します。 
１   申請者の住所（居所）及び氏名（名称） 
２ 定期航空運送事業の用に供された航空機燃料を製造した所在地及び名称（製造

者のみ） 
３   定期航空運送事業の用に供された航空機燃料の数量 
４   還付を受けようとする金額 
５   その他参考となるべき事項 
元売業者は、還付請求を行う製造者又は承認輸入者や所轄税務署長に対して、製造者

又は承認輸入者による用途証明書に記載された数量に係る航空機燃料の製造、輸入、他

の製造者又は承認輸入者からの融通の状況や元売業者間での取引の状況について証す

るに足る書類等を提出する必要がある場合があります。 
 
⑤用途証明書類等の保管期間 
本制度に関し作成又は取得した書類は、用途証明申請又は還付申請が適切に行われ

たことの根拠資料となりますので、定期航空運送事業者、販売業者、元売業者それぞれ

において各書類又はその写しを交付申請を行った日の属する年度の翌年度から７年間

保管しておいてください。 
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４）内変油に係る還付申請 

定期航空運送事業者が併せて国際航空運送事業（航空法第２条第１９項）を経営する場

合、租税特別措置法施行令第４８条の８第１項及び第２項の規定により国税庁長官から

承認輸入者として承認を受けるとともに、国土交通大臣から内変油に係る用途証明を受

けることにより、当該内変油に係る還付申請を行うことができます。 
 

５）お問い合わせ窓口 
当該手引書に係る事項につきご不明点等ございましたら、下記連絡先までお問い合わ

せ願います。 
 ○定期航空運送事業者関係 
  国土交通省 航空局航空ネットワーク部 航空事業課 
   ＴＥＬ：０３－５２５３－８７０６ 
○販売業者関係 

    経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部燃料供給基盤整備課燃料流通政策室 
     ＴＥＬ：０３－３５０１－１５１１（内線４６６１） 
   ○元売業者関係 
    経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部燃料供給基盤整備課 

   ＴＥＬ：０３－３５０１－１９９３  
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５．関連様式 
国内定期航空運送事業の用に供した航空機燃料に係る地球温暖化対策のための石油石炭税

の税率の特例により上乗せされる石油石炭税の還付のための用途証明申請書 
 

令和   年  月  日 
 
航 空 事 業 者 名 
本店又は主たる事務所の所在地 
代 表 者 の 役 職 及 び 氏 名                          
担 当 者 及 び 電 話 番 号 

電話（         ） 
 
 
下記の物品について、租税特別措置法第９０条の３の４第１項の規定の適用を受けたい

ので、租税特別措置法施行令第４８条の７第１項柱書きに規定する国内定期航空運送事業

の用に供した航空機燃料に該当する旨の国土交通大臣の証明を申請します。 
 

記 
 

消費期間 
購入元事業者名 
（元売業者名）※ 

物品名 数量（㍑） 

令和  年  月  日 
         から 
 
令和  年  月  日 
         まで 

 
 
 

 
 

航空機燃料 

 
 
 

※購入元事業者が販売業者の場合は（）書きで元売業者名を記入すること。 
 
（証明番号）                     令和  年  月  日 
国航事第   号 

 
上記の物品は、租税特別措置法施行令第４８条の７第１項柱書きの規定に該当する国

内定期航空運送事業の用に供された航空機燃料であることを証明する。 
  なお、本証明書の有効期限は、令和  年  月  日までとする。 
 

国土交通大臣  ○○ ○○  印   
 

様式第１－３号 
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特定用途石油製品燃料管理台帳 
No.      

航空事業者名                     
物 品 名     航 空 機 燃 料       
購入元事業者名／住所又は居所                    ／〒○○－○○                          
（元売業者名(注１)／住所又は居所                  ／〒○○－○○                         ） 
 

年月日 元売業者名 
移入 消費 （㍑） 

在庫（㍑） 備考 引渡人の名称及び住所 数量（㍑）【Ａ】 特定用途【Ｂ】 特定用途以外

【Ｃ】 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

（注１）購入元事業者が販売業者の場合は、元売業者名等も記入。 
（注２）移入は引渡人別に記入する。 
（注３）「特定用途」とは、航空法第２条第２０項に規定する国内定期航空運送事業の用途をいう。 
（注４）在庫に記入する数量については、「【Ａ】－（【Ｂ】＋【Ｃ】）」により計算される。  

様式第２号 
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販売した特定用途石油製品に関する申出書 
 

令和   年  月  日 
 
 
   （事業者名）   殿 
 

申出者  住 所                
 

名 称   （販売業者名）      
 

電話（         ） 
 
 
下記のとおり、販売した特定用途石油製品に関し申し出ます。 

 
 
 

記 
 
 

 
 

販 売 期 間 

 
令和  年  月  日   から                 

 
令和  年  月  日   まで 

 
 
 

元 売 業 者 名 
 

 
 
 

 
 

総 販 売 量 ※ 
（㍑） 

 

 

 
 
 

備  考  欄 

 

 

 

※ 「総販売量」とは、販売期間内に宛先の定期航空運送事業者に対して販売した数量

のうち、上記元売業者が製造等を行った石油製品の数量をいう。 

したがって、複数の元売業者が製造等を行った石油製品を宛先の定期航空運送事業

者に対して販売している場合は、元売業者毎に申出書を作成する必要がある。 

なお、業者間転売物等元売業者が特定できないものが含まれないよう留意するこ

と。  

様式第３号 
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参考様式Ａ 
（１）購入量 

製造者等 小売 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 
Ａ社
Ｂ社 
Ｃ社
Ｄ社 甲社 
Ｅ社 乙社 

①
※航空会社保管の購入先からの請求書等により確認。 
（２）内変油 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

②
※内変油とは、外国で外国貿易機に積み込まれた航空機燃料のうち、国内線の航空機に使用されるもの。 
※航空会社作成の内変申告書類により確認。 
（３）在庫燃油 

期首（㍑） 期末（㍑）
機体内燃油 様式Ｂの③ 様式Ｂの④
タンク内燃油 ⑤ ⑥ 

羽田 
成田 
関空 

⑦ ⑧ 
※⑦＝③＋⑤、⑧＝④＋⑥ 
※機体内在庫燃油は、航空会社保管の航空日誌により確認。 
※タンク内在庫燃油は、タンク管理会社の資料及びそれを元に航空会社が取りまとめたものを確認。 
（４）外変油 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

⑨
※航空会社作成の外変申告書類により確認。 
※外変油とは、国内線の航空機に積み込まれた航空機燃料のうち、外国貿易機に使用されるもの。 

外変量（㍑）

 
 
 

合計 

外変空港

 
 
 

合計 

合計 

購入量（㍑） 

合計 

内変空港
内変量（㍑）

参考様式Ａ 
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参考様式Ｂ

登録番号 期首在庫量（㍑） 期末在庫量（㍑）

合計 ③ ④
※航空日誌により確認。
※対象機材は、基準日時点で、整備中の機体を含む、内貨油を積載している全機体。

機体内在庫燃油量

参考様式Ｂ 
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非還付燃油消費量（Ｂ）＝飛行分（⑩）（飛行前燃油量（⑪）（積載（給油）量（⑫）＋給油前燃油量（⑬））－飛行後燃油量（⑭））
        ＋整備分（⑮）（整備前燃油量（⑯）－整備後燃油量（⑰））

参考様式Ｃ-1
飛行分（非還付）燃油消費量明細

日付 便名 出発地 到着地 登録番号 燃油消費量（㍑） 積載（給油）量（㍑） 給油前燃油量（㍑） 飛行後燃油量（㍑） 
４月 
計 
５月 
計 
６月 
計 
７月 

計 
８月 
計 
９月 
計 

⑩ ⑫ ⑬ ⑭ 
※飛行分非還付油消費量は、航空会社保管の航空日誌により確認。
※飛行前燃油量及び飛行後燃油量は、操縦室の燃料計により測定（航空機燃料税におけるみなし積込数量の測定と同手法）。

参考様式Ｃ-2
整備分（非還付）燃油消費量明細

日付 消費地 製造番号 

※整備分（非還付）燃油消費量とは、整備のため航空機に取り付けられていない発動機に係る燃油消費量である。
※航空会社から整備に係る燃油消費量等の資料の提供を受け、確認。

合計 

整備前燃油量（㍑） 整備後燃油量（㍑） 整備分（非還付）燃油消費量（㍑）

 
合計

   
 

⑯  
⑮ ⑰ 

参考様式Ｃ－１、Ｃ－２ 
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６．関係資料集 
１）租税特別措置法（抄） 
（地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例） 

第９０条の３の２ 地球温暖化対策を推進する観点から、平成二十四年十月一日以後に

原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若し

くは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若し

くは石炭に係る石油石炭税の税額は、石油石炭税法第九条の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。 

一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千八百円 

 二 ガス状炭化水素 一トンにつき千八百六十円 

 三 石炭 一トンにつき千三百七十円 

 

（特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の

還付） 

第９０条の３の４ 次の表の各号の上欄に掲げる者が、令和八年三月三十一日までに、原

油若しくは関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の（三）若しくは第二七一〇・二〇

号の一の（四）に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの（以下この節において「課税

済みの原油等」という。）から本邦において製造された同表第二七一〇・一二号、第二

七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、

採取場から移出された石油石炭税課税済みのガス状炭化水素又は保税地域から引き取

られた石油石炭税課税済みの石油製品、ガス状炭化水素及び石炭であつて、当該各号の

中欄に掲げるもの（以下この条において「特定用途石油製品等」という。）を、当該各

号の下欄に掲げる用途に供した場合には、政令で定めるところにより、これらの用途に

供した特定用途石油製品等につき、第九十条の三の二の規定により計算した石油石炭

税額と石油石炭税法第九条の規定により計算した石油石炭税額との差額に相当する金

額（政令で定めるガス状炭化水素にあつては、政令で定めるところにより計算した金額）

を当該特定用途石油製品等の製造者、当該特定用途石油製品等を採取場から移出した

採取者又は当該特定用途石油製品等を保税地域から引き取つた者（政令で定めるとこ

ろにより国税庁長官の承認を受けた者に限る。以下この条において「承認輸入者」とい

う。）に（当該特定用途石油製品等の製造者が当該特定用途石油製品等の原料とされた

課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの

原油等につき当該特定用途石油製品等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみ

なして、当該特定用途石油製品等の製造者に）還付する。 

 

一 内航海運業法（昭和二

十七年法律第百五十一

号）第二条第二項に規定

する内航海運業を営む

同法第三条第一項の規

定による登録を受けた

者又は同条第二項の規

定に基づき届出を行っ

た者 

軽油（関税定率法別表第二七

一〇・一二号の一の（三）、第

二七一〇・一九号の一の（二）

又は第二七一〇・二〇号の一

の（三）に掲げる軽油をいう。

以下この条において同じ。）

又は重油（同表第二七一〇・

一九号の一の（三）又は第二

七一〇・二〇号の一の（四）に

掲げる重油をいう。以下この

条において同じ。） 

内航海運業法第二条第

二項に規定する内航海

運業に係る同条第一項

に規定する内航運送の

用 

二 海上運送法第二条第

五項に規定する一般旅

客定期航路事業を営む

同法第三条第一項の規

軽油又は重油 同法第二条第五項に規

定する一般旅客定期航

路事業の用（遊覧の用

その他の財務省令で定
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２ 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請者につき石油石炭税の保全上不

適当と認める事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。 

３ 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十

四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第

七十四条の十三の規定は、第一項に規定する特定用途石油製品等を同項の表の各号の

下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承

認輸入者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採

取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石

油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている

者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する特定用途石油製品

等(以下この条において「特定用途石油製品等」という。)を同項の表の各号の下欄に定

める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者」

と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売

若しくは」とあるのは「特定用途石油製品等の製造、購入、貯蔵、消費若しくは販売又

は」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)

に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品等(租税特別措置法第九十条の三の

四第一項に規定する特定用途石油製品等」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油

等」とあるのは「特定用途石油製品等」と読み替えるものとする。 

 ４ 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号

(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の特定用途石油製品等を第一項の表の各

号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又

は承認輸入者(前項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)

の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第二十一条に規定す

る者とそれぞれみなして、同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条

第一項並びに国税通則法第百二十八条(第二号中同法第七十四条の五第四号イ及びハ

に係る部分並びに第三号中同条第四号イに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を

適用する。 

 ５ 第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。 
 
第９０条の７ 偽りその他不正の行為により第九十条の三の四第一項、第九十条の五第

一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項又は前条第一項の規定による還付

を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しく

は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

２ 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状に

定による許可を受けた

者 

める用途を除く。） 

三 鉄道事業法第三条第

一項の規定による許可

を受けた者 

軽油 同法第二条第二項及び

第三項に規定する第一

種鉄道事業及び第二種

鉄道事業の用（鉄道用

車両の動力源の用途に

限る。） 

四 航空法第二条第二十

項に規定する国内定期

航空運送事業を営む同

法第百条第一項の規定

による許可を受けた者 

航空機燃料 同法第二条第二十項に

規定する国内定期航空

運送事業の用 

五・六 （略） （略） （略） 
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より、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることが

できる。 

 ３ （略） 

４ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務又は財産に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰

するほか、その法人又は人に対して前三項の罰金刑を科する。 

５ 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合におけ

る時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 

 

 

附 則（租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第十六号）） 

（石油石炭税の税率の特例に関する経過措置） 

第４３条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十四年十月一日前に課した、

又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。 
２ 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に、原油（石油石炭税

法（昭和五十三年法律第二十五号）第二条第一号に規定する原油をいう。以下この条に

おいて同じ。）、ガス状炭化水素（同法第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。

以下この条において同じ。）若しくは石炭（同法第二条第四号に規定する石炭をいう。

以下この条において同じ。）の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石

炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品（同法第二条第二号に規定す

る石油製品をいう。以下この条において同じ。）、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る

石油石炭税の税額は、同法第九条及び新租税特別措置法第九十条の三の二の規定にか

かわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額と

する。 
一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千二百九十円 
二 ガス状炭化水素 一トンにつき千三百四十円 
三 石炭 一トンにつき九百二十円 

３ 平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、原油、ガス状炭化

水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保

税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る

石油石炭税の税額は、石油石炭税法第九条及び新租税特別措置法第九十条の三の二の

規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算し

た金額とする。 
一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千五百四十円 
二 ガス状炭化水素 一トンにつき千六百円 
三 石炭 一トンにつき千百四十円 

 ４～９ （略） 

 

（特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関

する経過措置） 

第４５条 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租

税特別措置法第九十条の三の四第一項の規定の適用については、同項本文中「第九十条

の三の二第一号に定める税率」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律

（平成二十四年法律第十六号）附則第四十三条第二項第一号に定める税率」とする。 
２ 平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法

第九十条の三の四第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「及び第二

十二条（第一号を除く。）並びに国税通則法第七十四条の五第四号（ロ及びニを除く。）、

第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条

の十三」とあるのは「、第二十二条（第一号を除く。）及び第二十三条（第一項第二号

及び第四号、第三項並びに第四項を除く。）」と、「石油石炭税法第二十一条中」とあ
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るのは「同法第二十一条中」と、「この条」とあるのは「この条並びに第二十三条第一

項及び第二項」と、「という。）を同項」とあるのは「という。）を同法第九十条の三

の四第一項」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等（同法第四条第二項

（納税義務者）に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品（租税特別措置法第

九十条の三の四第一項に規定する石油製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原

油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二

条第一号（定義）に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条

第四号に規定する石炭の採取又は原油等」」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号

中「原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同項第三号中「原油等又は前号に規

定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化

水素若しくは石炭の採取又は原油等」」と、同条第四項中「国税通則法第七十四条の五

第四号（ロ及びニ」とあるのは「第二十三条（第一項第二号及び第四号、第三項並びに

第四項」と、「準用される同項」とあるのは「準用される前項」と、「準用される石油

石炭税法」とあるのは「準用される同法」と、「石油石炭税法第二十一条に」とあるの

は「同法第二十一条に」と、「第二十四条（第五号に係る部分に限る」とあるのは「第

二十五条（第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部

分を除く」と、「第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条（第二号及び第三号

中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。）及び第百二十九条」とあるのは「第

二十六条第一項」とする。 
 
附 則（所得税法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第十号） ） 

（特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関

する経過措置） 

第１３３条 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法

第九十条の三の四第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」

とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第十六号）

附則第四十三条第三項第一号」とする。 
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２）租税特別措置法施行令（抄） 
（特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の

還付の申請等） 

 第４８条の７ 法第九十条の三の四第一項の規定により同項の差額に相当する金額又は

同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油

製品等(同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同

じ。)の製造者、採取者又は承認輸入者(同項に規定する承認輸入者をいう。以下この条

において同じ。)は、当該特定用途石油製品等が同項の表の各号の下欄に掲げる用途に

供された日後一年以内(同表の第五号及び第六号の下欄に掲げる用途に供された場合

にあつては、二年以内)に、次に掲げる事項(承認輸入者にあつては、第二号に掲げる事

項を除く。)を記載した申請書に当該特定用途石油製品等が同表の各号の上欄に掲げる

者の区分に応じ同表の第一号から第四号までの下欄に掲げる用途に供された特定用途

石油製品等に該当する旨の国土交通大臣の証明書、同表の第五号の下欄に掲げる用途

に供された特定用途石油製品等に該当する旨の農林水産大臣の証明書又は同表の第六

号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の経済産業大臣の

証明書を添付して、当該特定用途石油製品等の製造場、採取場又は承認輸入者の住所若

しくは居所(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承

認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 

  一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有し

ない個人にあつては、住所又は居所及び氏名) 

  二 当該特定用途石油製品等の製造場又は採取場の所在地及び名称 

  三 法第九十条の三の四第一項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された当該特定用

途石油製品等(当該特定用途石油製品等が次項前段に規定するガス状炭化水素であ

る場合には、同項前段に規定する混合ガス。第四項、第五項及び第七項の各号におい

て同じ。)の数量 

  四 還付を受けようとする金額 

  五 その他参考となるべき事項 

２・３ （略） 

４ 第一項の特定用途石油製品等を同項の用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に

記載しなければならない。 

  一 移入した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引

渡人の住所又は居所及び氏名又は名称 

  二 消費した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、消費の年月日及びその

用途 

  三 貯蔵している当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量 

５ （略） 

６ 第一項に規定する特定用途石油製品等の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載し

なければならない。 

  一 製造した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日 

  二 貯蔵している当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量 

  三 移出した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量及び移出の年月日並び

に受取人の住所又は居所及び氏名又は名称 

７ 第一項の特定用途石油製品等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなけれ

ばならない。 

一 購入した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売

渡人の住所又は居所及び氏名又は名称 

  二 販売した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買

受人の住所又は居所及び氏名又は名称 

  三 返品した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返

品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称 
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８ 第一項に規定する特定用途石油製品等の承認輸入者は、その引取りに係る当該特定

用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量並びに引取りの年月日を帳簿に記載しなけ

ればならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が石油石炭税法施行令(昭和五十

三年政令第百三十二号)第二十条第八項本文又は第十項の帳簿に記載されている場合

には、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。 
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３）租税特別措置法施行規則（抄） 

（還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等） 

第３９条の４ 施行令第四十八条の七第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる

事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 

一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有し

ない個人にあつては、住所又は居所及び氏名) 

二 承認を受けようとする場所の所在地 

三 当該承認を受けようとする場所を便宜とする事情 

四 申請者が住所地若しくは居所地又は第二号に掲げる場所以外の場所に事務所若し

くは事業所を有する場合には、これらの所在地 

五 その他参考となるべき事項 

２ 国税庁長官は、施行令第四十八条の七第一項の承認を受けた者の当該承認を受けた

場所が当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて不適当

であると認められることとなった場合には、その承認を取り消すことができる。 

３ 国税庁長官は、前項の規定により施行令第四十八条の七第一項の承認を取り消す場

合には、その旨及びその理由を書面により当該承認を取り消される者に通知しなけれ

ばならない。 

４ 施行令第四十八条の七第一項の承認を受けている者が、当該承認を受けている必要

がなくなった場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官

に提出したときは、その提出があつた日後における同項の規定による申請書の提出は、

同項に規定する当該製造場、採取場又は承認輸入者の住所若しくは居所の所在地の所

轄税務署長に対し、行うものとする。 

一 提出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有し

ない個人にあつては、住所又は居所及び氏名) 

二 施行令第四十八条の七第一項の承認を受けた年月日 

三 その他参考となるべき事項 

 

（石油石炭税の還付を受けることができる特定用途石油製品等の用途から除かれる用途） 

第３９条の５ 法第九十条の三の四第一項の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定

める用途は、遊覧の用とする。 

  



25 
 

４）国税庁通達（抄） 
 
目 次 
 第１章 （略） 
 第２章 石油石炭税の還付措置関係 

第１節 租特法第９０条の３の４～第９０条の６の３共通関係 
第２節 租特法第９０条の３の４《特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又

は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付》関係 
第３節～第６節 （略） 

 第３章～第５章 （略） 
 
 
本 文 
第２章 石油石炭税の還付措置関係 
第１節 租特法第９０条の３の４～第９０条の６の３共通関係 
（用語の意義） 
１ この章において用いる次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによ

る。 
(1)～(6) （略） 
(7) 特定用途石油製品等 租特法第９０条の３の４第１項《特定の石油製品等を特定

の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付》に規定する「特

定用途石油製品等」をいう。 
(8)～(20) （略） 

 ２ （略） 
（数量測定） 
３ 特定の用途に供する特定用途石油製品等、製造承認に係る石油化学製品の原料に供

する特定揮発油等、農林漁業の用に購入される農林漁業用Ａ重油及び製造承認に係る

石油アスファルト等の数量測定は、石油石炭税法取扱通達第２３条《原油、石油製品

又はガス状炭化水素に係る移出又は引取数量の意義等》及び第２６条《原油、石油製

品又はガス状炭化水素の数量の常温換算等》に規定する方法によること。 
(注) 石油アスファルト等の数量測定を容量により行っている場合で、常時、当該容

量を日本産業規格に定める方法その他適正と認められる方法により重量に換算

し、その重量により取引等を行っているときは、当該重量を当該移出又は消費に

係る石油アスファルト等の数量とし、租特令第５０条の２第８項の規定を適用し

て差し支えない。 
（還付金が過大であった場合の取扱い） 
４ 租特法第９０の３の４第１項、同法第９０条の５第１項、同法第９０条の６第１

項、同法第９０条の６の２第１項及び同法第９０条の６の３第１項の規定により還付

した金額が過大であった場合には、国税収納整理資金に関する法律（昭和２９年法律

第３６号）第９条《国税等の徴収及び収納》並びに国税収納金整理資金事務取扱規則

（昭和２９年大蔵省令第３９号）第８条《調査決定》及び同規則第１２条《納入の告

知》の規定による手続により、その過大となる金額の返納が必要となるのであるから

留意する。 
 
第２節 租特法第９０条の３の４《特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電

の用に供した場合の石油石炭税の還付》関係 
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 １ （略） 
 （「遊覧の用」の意義） 

２ 租特法第 90 条の 3 の 4 第 1 項の表第 2 号の下欄に規定する「遊覧の用」とは、起点

が終点と一致する航路であって寄港地のない航路を運航する船舶又はそれ以外の航路

を専ら観光等のために運航する船舶の動力及び補機燃料の用途をいう。 
３ （略） 

 （還付申請） 
４ 租特法第９０条の３の４第１項の還付の申請については、次による。 

(1) 還付の申請は、特定用途石油製品等がその特定用途に供されたものであることの

国土交通大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣の証明書を添付して申請する必要が

あることに留意する。 
(2) 還付の申請は、還付金額が僅少であることその他の理由により１月ごとの申請に

より難い事情がある場合等においては、これを数か月分まとめて行うこととして差

し支えない。ただし、還付の申請に係る特定用途石油製品等がその用途に供された日

後１年（農林漁業の用及び発電（苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限

る。）の用に供されたものについては２年）を経過したものであるときは、還付の対

象とならないのであるから留意する。 
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５）国土交通省通達 
内航運送、一般旅客定期航路事業の用（遊覧の用を除く）に供した軽油及び重油、第一種

鉄道事業及び第二種鉄道事業の用に供した軽油並びに国内定期航空運送事業の用に供した

航空機燃料に係る地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例により上乗せされる石

油石炭税の還付のための用途証明の取扱いについて 
 

令 和 ５ 年 1 0 月 2 3 日 

国 土 交 通 省 鉄 道 局 
国 土 交 通 省 海 事 局 
国 土 交 通 省 航 空 局 

 
租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）第４８条の７第１項柱書きに規定する

国土交通大臣の証明書（以下「用途証明書」という。）については、下記により取り扱うこ

ととする。 
 

記 
 
１．内航運送、一般旅客定期航路事業（遊覧の用を除く）者の申請に係る用途証明 

(1) 用途証明の申請書の受付 
  用途証明の申請書の受付期間は、内航運送、一般旅客定期航路事業の用（遊覧の用を

除く）に供した軽油及び重油（以下単に「軽油及び重油」という。）については、以下

のとおりとする。 
ただし、特別な理由によりやむを得ない場合はこの限りでない。 

○４月１日から６月末日までの間に消費した軽油及び重油 
    当該年度の８月１日から１０月末日まで 

○７月１日から９月末日までの間に消費した軽油及び重油 
    当該年度の１１月１日から１月末日まで 

○１０月１日から１２月末日までの間に消費した軽油及び重油 
    当該年度の２月１日から翌年度の４月末日まで 

○１月１日から３月末日までの間に消費した軽油及び重油 
    翌年度の５月１日から７月末日まで 
（注）申請書その他必要な提出書類の欠落及びその記載事項について不備があると

きは、当該申請の補正を求めることがあることに留意する。 
(2) 用途証明の申請者 

申請者は、全国石油業共済協同組合連合会、全国漁業協同組合連合会、日本内航海運

組合総連合会、一般社団法人日本長距離フェリー協会又は一般社団法人日本旅客船協

会とする。 
(3) 提出書類 

申請者が用途証明を申請する場合には、次の書類を提出すること。ただし、(1)ただ

し書の場合に申請を行うときは、次の書類に加え、(1)の受付期間外に申請を行う理由

書を提出すること。（様式自由） 
イ 用途証明申請書（別記様式第１－１号による） 

   元売業者（製造者又は承認輸入者（特定石油販売業者（石油の備蓄の確保等に関

する法律（昭和５０年法律第９６号）第２条第７項に規定する特定石油販売業者を

いう。）から販売されている場合には特定石油販売業者を含む））ごとに申請書を

作成し、申請数量は、(1)に定める四半期ごとにおいて、その地球温暖化対策税の

還付に係る用に供した軽油及び重油の数量とすること。なお、用途証明申請書には、

代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載すること。 
ロ その他審査に必要な書類 

(4) 用途証明の申請書の提出先 
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提出先は、国土交通省海事局内航課とする。 
(5) 用途証明の申請方法 

(3)に示す書類を作成の上、(4)の提出先に持参又は書面若しくは電磁的記録を送付す

ること。持参により申請する場合にあっては、受付時間は平日の午前１０時から正午ま

で及び午後１時から午後６時までとする。 
(6) 用途証明書の交付等 

イ 用途証明の申請数量が、軽油及び重油の移入及び消費等の実績等に勘案して適

切と認められたときは、申請者に用途証明書を交付する。 
ロ 用途証明書の交付は、手渡し又は郵送により行う。 

 
２．鉄道事業者の申請に係る用途証明 

(1) 用途証明の申請書の受付 
    用途証明の申請書の受付期間は、第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の用（鉄道用

車両の動力源の用に限る。）に供した軽油（以下単に「軽油」という。）については、以

下のとおりとする。 
ただし、特別な理由によりやむを得ない場合はこの限りでない。 

○４月１日から９月末日までの間に消費した軽油 
    当該年度の１０月１日から１１月末日まで 

○１０月１日から３月末日までの間に消費した軽油 
    翌年度の４月１日から５月末日まで 
（注）申請書その他必要な提出書類の欠落及びその記載事項について不備があると

きは、当該申請の補正を求めることがあることに留意する。 
 

(2) 用途証明の申請者 
申請者は、鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第３条第１項の規定による許可を

受けた者とする。 
(3) 提出書類 

申請者が用途証明を申請する場合には、次の書類を提出すること。ただし、(1)ただ

し書の場合に申請を行うときは、次の書類に加え、(1)の受付期間外に申請を行う理由

書を提出すること。（様式自由） 
イ 用途証明申請書（別記様式第１－２号による） 

   購入元事業者ごと（購入元事業者が販売業者の場合は、さらに、元売業者ごと）

に申請書を作成し、申請数量は、(1)に定める半期ごとにおいて、その地球温暖化

対策税の還付に係る用に供した軽油の数量とすること。なお、用途証明申請書には、

代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載すること。 
ロ 元売業者の特定に必要な書類 
ハ その他審査に必要な書類 

(4) 用途証明の申請書の提出先 
提出先は、国土交通省鉄道局総務課企画室とする。 

(5) 用途証明の申請方法 
(3)に示す書類を作成の上、(4)の提出先に持参又は書面若しくは電磁的記録を送付す

ること。持参により申請する場合にあっては、受付時間は平日の午前１０時から正午ま

で及び午後１時から午後６時までとする。 
 (6) 用途証明書の交付等 

イ 用途証明の申請数量が、軽油の移入及び消費等の実績等に勘案して適切と認め

られたときは、申請者に用途証明書を交付する。 
ロ 用途証明書の交付は、手渡し又は郵送により行う。 

 
３． 国内定期航空運送事業者の申請に係る用途証明 

(1) 用途証明の申請書の受付 
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   用途証明の申請書の受付期間は、国内定期航空運送事業の用に供した航空機燃料（以

下単に「航空機燃料」という。）については、以下のとおりとする。 
ただし、特別な理由によりやむを得ない場合はこの限りでない。 

○４月１日から９月末日までの間に消費した航空機燃料 
    当該年度の１０月１日から１１月末日まで 

○１０月１日から３月末日までの間に消費した航空機燃料 
    翌年度の４月１日から５月末日まで 
（注）申請書その他必要な提出書類の欠落及びその記載事項について不備があると

きは、当該申請の補正を求めることがあることに留意する。 
(2) 用途証明の申請者 

申請者は、航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第２０項に規定する国内定期

航空運送事業を営む同法第１００条第１項に規定による許可を受けた者とする。 
 (3) 提出書類 

申請者が用途証明を申請する場合には、次の書類を提出すること。ただし、(1)ただ

し書の場合に申請を行うときは、次の書類に加え、(1)の受付期間外に申請を行う理由

書を提出すること。（様式自由） 
イ 用途証明申請書（別記様式第１－３号による） 

購入元事業者ごと（購入元事業者が販売業者の場合は、さらに、元売業者ごと）

に申請書を作成し、申請数量は、(1)に定める半期ごとにおいて、その地球温暖化対

策税の還付に係る用に供した航空機燃料の数量とすること。なお、用途証明申請書

には、代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載すること。 
ロ 特定用途石油製品燃料管理台帳（別記様式第２号による） 
ハ 元売業者の特定に必要な書類 
ニ その他審査に必要な書類 

(4) 用途証明の申請書の提出先 
提出先は、国土交通省航空局航空ネットワーク部航空事業課とする。 

 (5) 用途証明の申請方法 
(3)に示す書類を作成の上、(4)の提出先に持参又は書面若しくは電磁的記録を送付す

ること。持参により申請する場合にあっては、受付時間は平日の午前１０時から正午

まで及び午後１時から午後６時までとする。 
(6) 用途証明書の交付等 

イ 用途証明の申請数量が、航空機燃料の移入及び消費等の実績等に勘案して適切

と認められたときは、申請者に用途証明書を交付する。 
ロ 用途証明書の交付は、手渡し又は郵送により行う。 

 
４． 共通事項 

(1) 標準処理期間 
国土交通大臣は、用途証明申請書が受付先に到達してから概ね１ヶ月以内に（１．

(1)、２．(1)及び３．(1)ただし書の場合に申請があったときは２週間以内に）、当該申請

に対する処理をするよう努めるものとする。 
ただし、標準処理期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 

  イ 申請を補正するために要する期間 
  ロ 申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 

ハ 申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために 
要する期間 

(2) 用途証明の審査等 

イ 国土交通大臣は、用途証明の申請の審査に当たり必要がある場合は、申請者に対

し、ヒアリング、実地調査及び１．(3)、２．(3)及び３．(3)に規定する書類のほか

必要な書類の提出等を求めることができるものとする。なお、必要に応じ、経済産

業省等の協力を得て行うことができるものとする。 
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ロ 国土交通大臣は、用途証明の申請の審査に当たり必要がある場合は、申請者以外

の当該申請に係る者に対し、ヒアリング、実地調査及び関係資料の提出依頼等を行

うことができるものとし、当該者はこれに協力するものとする。なお、必要に応じ、

経済産業省等の協力を得て行うことができるものとする。 

(3) 用途証明書の返納及び無効 

イ 用途証明書の交付後に、以下に掲げる事項が確認された場合は、国土交通大臣は

申請者に対して、当該申請に係る用途証明書を無効とし、その返納を求めることが

できるものとする。 

ⅰ）用途証明申請書等の提出又はヒアリング等において、申請者が重要な事実を 
告げなかったこと又は虚偽の事実を告げたことが確認されたとき。 

ⅱ）申請数量（根拠書類に記載された数量等を含む。）に誤りがある等記載の不備 

が確認されたとき。 

ⅲ）当該用途証明書を必要としなくなったことが確認されたとき。 

ロ イ又は(4)に相当するときは、申請者は、用途証明申請を行った提出先である１．

(4)、２．(4)又は３．(4)に用途証明書を返納するものとする。 

(4) 用途証明書の補正及び再交付等 

イ 用途証明書の交付後に、その記載内容に補正が必要となった等の理由により用

途証明書の再交付の必要が生じた場合は、申請者は、国土交通省に対して用途証明

書を返納した上で、１．(3)、２．(3)又は３．(3)に規定する書類に補正が必要とな

った理由等を添え、改めて交付申請を行うものとする。 

ロ 申請者は、製造者又は承認輸入者による還付請求後、過大請求等の問題を知り得

た場合は、遅滞なく国土交通省に連絡を行うものとする。これを受けて、国土交通

大臣は、必要に応じ、経済産業省等の協力を得て、申請者及び当該事案の関係者に

対し必要なヒアリング、実地調査及び関係資料の提出依頼等を行うものとし、申請

者等はこれに協力するものとする。また、国土交通省は、国税庁に対して事実関係

等を報告するものとする。なお、これに伴い用途証明書の再交付が必要となる場合

は、イに準ずることとする。 

(5) その他 
申請者は、交付申請を行った日の属する年度の翌年度から７年間、提出書類を保存

するものとする。 
 


